
平成 19年６月 26日 
株主各位 

ユニコムグループホールディングス株式会社  
代表取締役社長  二家 英彰 

 
 

「第 50回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について 
 
平成 19 年６月 13 日付で株主の皆様にご送付いたしました表記書類につきまして、一部
修正すべき事項が生じましたので、お詫び申し上げますとともに、下記のとおり修正させ

ていただきます。 
 

記 
 
訂正箇所には、下線を付して表示しております。 
訂正箇所（17ページ） 
（４）会計監査人の状況 

誤 正 
⑤ 責任限定契約の内容の概要 
  該当事項ありません。 

⑤ 責任限定契約の内容の概要 
当社と会計監査人あずさ監査法人は、会

社法第 427条第１項の規定に基づき、同法
第 423 条第１項の損害賠償責任を限定す
る契約を締結しております。当該契約に基

づく損害賠償責任の限度額は、会計監査人

としての在職中に報酬その他の職務執行

の対価として受け、又は受けるべき財産上

の利益の額の事業年度ごとの合計額のう

ち最も高い額に二を乗じて得た額として

おります。 
 
 

以  上 
 
 
 


